
 

様式第七（第４条関係） 

新技術等実証計画の認定申請書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

生産性向上特別措置法（以下「法」という。）第１１条第１項の規定に基づき、下記の計画

について認定を受けたいので申請します。 

 

記 

 

１．新技術等実証の目標 

２．次に掲げる新技術等実証の内容 

（１）新技術等及び革新的事業活動の内容 

（２）法第２条第２項第１号に規定する実証の内容及びその実施方法 

（３）法第２条第２項第２号に規定する分析の内容及びその実施方法 

３．新技術等実証の実施期間及び実施場所 

４．参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法 

５．新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

６．法第２条第２項第２号に規定する規制に係る新技術等関係規定の条項 

７．規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施する場合には当該規制の特例措置の内容 

８．連絡責任者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス 

９．その他 

 

（備考） 

１．主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

１．新技術等実証の目標 

新技術等実証の目標（新技術等実証を行おうとする背景となる事情及びそれにより目指す実

証の方向性）を、新技術等実証の後に行おうとする革新的事業活動を踏まえて要約的に記載す

る。 

２．新技術等実証の内容 

（１）「（２）」には、実証を適切に実施するために必要となる措置についても記載する。 

（２）「（３）」には、新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析す

る場合に記載する。「分析の内容」には、規制が成立した時点で想定されていなかったよう

な革新的な技術を利用することで、規制の目的を一層適切に達成することが可能である等の

仮説を、「実施方法」には、分析に使用する情報・資料をそれぞれ記載する。 

３．実施場所には、新技術等実証を行う場所の住所を記載する。インターネット上で完結するサ

ービスに関する実証など、実証を行う住所が性質上特定できない場合は、可能な限り場所が判

別できるように記載する。 

４．新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（１）必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。 

（２）法第１６条の規定に基づき、信用保証協会の制度を利用して金融機関から融資を受けよう



 

とする場合には、借入先金融機関名を示しつつ、その旨を記載する。 

（３）社債又は資金の借入れについて法第１８条の規定に基づく独立行政法人中小企業基盤整備

機構による債務の保証を受けようとする場合には、その旨を、資金の借入れについては借入

先金融機関名を示しつつ記載する。 

５．既存の法令に規定されている特別認可制度等の活用が見込まれる場合は「６．法第２条第２

項第２号に規定する規制係る新技術等関係規定の条項」にその旨を記載する。 

６．規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施する場合であって、新技術等実証の実施

と併せて講ずる必要のある措置が政令又は主務省令により規定されている場合には、当該措置

の内容を要約的に記載する。 

７．参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法 

当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その範囲を記載するとと

もに、当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講ずることなどにより、参加者等以

外に権利利益を害されるおそれがある者が存在しないことがわかるように記載する。 


